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シンガポールにおける Brilliant 社株式等の公開買付けの条件変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、シンガポール所在 Brilliant Manufacturing Limited（以下「Brilliant 社」）の普通株式

及び新株予約権の公開買付けにおいて、買付予定株式等の 90％超を取得することを目指し

ておりましたが、現在の応募状況（平成 19 年 1 月 25 日現在 85.79％）を鑑み、Brilliant 社の

主要株主が応募を確約している 53.01%に本公開買付けの下限買付株式数を引き下げることと

致しましたので、お知らせいたします。尚、上記変更に伴い、THE SINGAPORE CODE ON 

TAKE-OVERS AND MERGERS の規定により、本公開買付けの最終日は平成 19 年 2 月 8 日

となり、最終的な取得株式数はその時点で確定されます。尚、係る変更は Brilliant 社の早期グ

ループ会社化を優先させるために行なうものであり、当社の事業戦略は引き続き既定方針通り

推進してまいります｡ 

 

以上 


